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岩手県医療局では、経営計画を旧ガイドライン上の「プラン」として位置づけて
おり、新ガイドラインへの対応についても、経営計画をプランとして位置付ける。
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○ 現経営計画は、第７次医療計画（現岩手県保健医療計画）の内容を踏まえるため、医療計画から１年遅れの令和元年度から令和６年度までを計
画期間とし策定している。（R3に中間見直しを実施）

○ 次期経営計画も、第８次医療計画（次期岩手県保健医療計画）の内容を踏まえるため、令和７年度からを計画期間とし、令和６年度に策定作業を
行う。なお、医療計画と一体的に検討を進めるため、令和４年度から策定の準備作業を進めており、今般、検討委員会の設置に至ったところ。

○ また、新公立病院経営強化ガイドライン（総務省）では、ガイドラインを踏まえた経営強化プランの策定を令和５年度中に行うよう求めており、今年
度中に現経営計画をガイドラインに対応した内容に一部改定した上で、令和６年度中に経営強化プランを兼ねる次期経営計画を策定する２段ロ
ケット方式を採用する。
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計画改定(①)

次期 計画検討

【ガイドライン対応の基本的考え方】２段ロケット方式
①現経営計画において、ガイドラインを踏まえた記載の追加を行うべきと思われる項目を、

現経営計画の改定により反映させる。
②その上で、第８次医療計画の策定を踏まえ、県立病院の医療提供体制と経営基盤の強

化について検討を行い、経営の強化を図る。

次期経営計画の策定について

経営強化ガイドラインでは、令和５年度内に経営強化プランの策定
を求めている。プランの標準期間は、策定の時期（令和５年度）～
令和９年度
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現経営計画の改定に係る検討について 

○ 現経営計画は、第７次医療計画（現岩手県保健医療計画）の内容を踏まえるため、医療計画から１年遅れの令和元年度から令和６年度までを計
画期間とし策定している。（令和３年度に中間見直しを実施）

○ 次期経営計画も、第８次医療計画（次期岩手県保健医療計画）や、公立病院経営強化ガイドラインの内容を踏まえ、令和７年度から６か年を計画
期間とし、令和６年度に策定する。

○ なお、ガイドラインを踏まえ、令和５年度中に対応が必要と考えられるもの（新興感染症、デジタル化、医師の働き方改革への対応等）については、
先行して今年度中に現経営計画を改定して対応する。

１　新興感染症への対応について
　　　新興感染症の発生及びまん延時における医療については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、令和５年度

中に策定予定の予防計画等に沿って、病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の確保等に関する協定を締結し、公立病院としての役割を地域
で果たしていく。

２　医療現場のデジタル化について
　　　20病院への電子カルテの導入等、これまでの取組実績を踏まえ、医療の質の向上、働き方改革の推進及び病院経営の効率化に向けて次の取

組を進めていく。
　　○オンライン診療の導入　○電子処方箋、診療報酬改定DX等　○電子カルテのデータ標準化や機能強化
　　○国が進める医療情報プラットフォームの状況等を踏まえた診療情報共有の取組への参画
　　○セキュリティ対策の徹底

３　医師の働き方改革について
　　　医師の時間外労働規制が令和６年度に開始されることや、医師のワークライフバランスを考慮し、業務の負担軽減を図るため、次の取組を進め

ていく。
　　○勤務時間管理システムによる労働時間の適正管理　○医師労働時間短縮計画等に基づく時間外労働時間の短縮の取組
　　○宿日直許可や特定労務管理対象機関の指定の取得　○各種情報システムの活用やオンライン診療の導入
　　○意識改革・啓発等のための研修会の実施　○県民理解の醸成
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